
導 入 編
～ ガイドブックの特徴及び構成 ～

官庁施設の施設管理者のための
防災性能確保ガイドブック

令和４年６月
国土交通省大臣官房官庁営繕部
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施設管理者のみなさんが
“すべきこと”、“してはいけないこと”

をまとめたガイドブック

12の状態と関係
法令を関連付け
ています。

80超の“防災性能低下の状態”を紹介
既存不適格事項については、
関係法令等の新旧を整理

関係法令が“求めている
こと”を解説

特に知っておいて欲しい、
防災性能を低下させる12の状態に
ついて、イラストや悪い例、
具体的な建物の部位等を紹介
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防災性能を低下させる12の状態とは……
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防災性能を低下させる12の状態とは……
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“避難を知らせる”、“避難を助ける”、
“避難行動経路“に該当する、
建物の各部位や機器を紹介

この関係図における、
「火災時」の各関連部
位・部材は、地震時や
漏水・浸水時にも関連
するものです。

災害時における避難行動と関連部位・部材の関係図
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１２の状態のNo.1を参考にご説明します

状態の説明

災害時にどうなって
しまうのか等の説明

どんな施設管理が
その状態を

引き起こすのか
の説明

部位や機器が
どんな機能を有し
ているのかの説明

その状態を是正
する方法の説明
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１２の状態のNo.1を参考にご説明します（続き）

部位や機器の災害時における役割を、
種類と共に説明

部位や機器が、避難行動においてどんな
役割にあるのかの説明
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１２の状態のNo.1を参考にご説明します（続き）

防災性能低下を是正する
ためのチェックポイント

簡便な対応策（ステップⅠ）から修繕等を伴うもの
（ステップⅢ）までを、費用の考え方と共に紹介
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１２の状態のNo.1を参考にご説明します（続き）

該当する部位や機器の不
具合事例の紹介

第Ⅲ章の関係法令の解説のうち、具体的に
どの項目が関係するのかを指さし
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１２の状態のNo.1を参考にご説明します（続き）

第Ⅲ章では、該当する部位や機器が関連する
法令について、条項番号や内容を説明
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１２の状態のNo.1を参考にご説明します（続き）

１２の状態の内、No.1とNo.4には、
参考となる具体事例をトピックとして紹介
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さらに、既存不適格事項等（15項目）については、関係法令の新旧表等を整理

関連条文の
新旧を掲載

例 防災性能の不足の状況：旧耐震設計による建築物

関係法令：建築基準法施行令第36条 （構造方法に関する技術的基準）（旧名称；構造設計の原則）

＊いわゆる旧耐震から新耐震へと、適用する耐震基準が変わったのが、昭和56年6月1日です。
＊当該条は、技術革新に伴う新しい構造種別の出現に対応されており、本条に定められた構造種別以外の構造
種別による建築物又は構造部分は禁止されています。
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